
   

 

 
－記者発表資料－ 

                     令和５年１１月２９日 

［問い合わせ先］  

関東運輸局総務部安全防災・危機管理課 

担当：三橋・平野 

電話 ０４５－２１１－７２６９ 

FAX ０４５－６８１－３３２８ 

［配 布 先］ 

横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、 

都庁記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、 

群馬県政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、 

栃木県政記者クラブ、山梨県政記者クラブ、 

茨城県政記者クラブ、物流専門紙、 

関東運輸局記者会（ハイタク等専門紙） 

 

 

令和５年度年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施について 
～事故防止等に関する安全点検及びテロ対策等の点検～ 

 

昨年４月に北海道知床で発生した遊覧船事故、同年１０月に静岡県のふじあざみライ

ンで発生した貸切バスの横転事故など、これまでに発生した事故や、近年、増加傾向に

ある異常気象等による輸送情勢も踏まえ、関東運輸局では、鉄軌道等・自動車・海上の

各輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始の安全確保及び事故防止の徹底を図るた

め、各事業者による経営トップを含む幹部の強いリーダーシップの下での自主点検等を

通じ、安全意識の向上を図るとともに、テロ対策及び新型インフルエンザ等感染症対策

に万全を期するため、「令和５年度年末年始の輸送等に関する安全総点検」（以下「総

点検」という。）を次のとおり実施します。 

 

 

１．期 間 

     令和５年１２月１０日（日）～令和６年１月１０日（水） 

 

２．重点点検事項 

   鉄軌道等・自動車・海上の各輸送機関等について、安全管理・安全対策等の実施

状況、関係法令等の遵守状況、施設等の点検整備状況、テロ及び新型インフルエン

ザ等感染症の発生に備えた体制の整備状況等を点検します。 

今年度の総点検においては、以下の４点に特に留意して行います。 

 



 

（１）安全管理（特に乗務員の健康状態、過労状態の確実な把握、乗務員に対する 

指導監督体制）の実施状況 

（２）自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の 

整備・構築状況 

（３）テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ 

発生等の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施 

状況 

（４）新型インフルエンザ等の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要

な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症

対策の実施状況 

 

３．輸送機関等別の点検事項 

   関東運輸局では、輸送機関等別に点検すべき事項について、輸送機関等に適切な

自主点検を行うよう指導しております（別紙１）。 

 

４．実施体制 

     関東運輸局では、総点検が所期の目的を達成することができるよう、３．により

指導するほか、期間中、輸送機関等が行う自主点検実施状況等について、別紙２の

とおり現地確認等を行います。 

 



別紙１ 

輸送機関等別の点検事項 

１．鉄軌道交通関係 

＜鉄軌道関係＞ 

（１）安全管理の実施状況 

（２）施設・車両の保守及び整備の実施状況 

（３）地震、津波、風水害、雪害等の対策設備並びに事故、災害等の発生時における旅

客の避難誘導及び情報提供体制等の整備状況 

（４）プラットホームにおける人身障害事故防止対策の実施状況 

（５）「鉄道テロへの対応ガイドライン」を踏まえた、防犯カメラによる監視、駅構内・

列車内及び沿線の重要施設等の巡回等の実施状況、テロ発生等の緊急時の通報・連

絡・指示体制の整備状況、テロ発生等の緊急事態を想定した訓練の実施状況 

（６）新型インフルエンザ等感染症対策の実施状況 

 

＜索道関係＞ 

（１）安全管理の実施状況 

（２）索道施設の保守及び整備の実施状況 

（３）地震、津波、風水害、雪害等の対策設備並びに事故、災害等の発生時における旅

客の避難誘導及び情報提供体制等の整備状況 

（４）乗降場における人身障害事故防止対策の実施状況 

（５）テロ発生等に備えた取組みの実施状況 

（６）新型インフルエンザ等感染症対策の実施状況 

 

２．自動車交通関係 

＜自動車輸送関係＞ 

（１）軽井沢スキーバス事故等を踏まえた貸切バスの安全対策の実施状況 

（２）健康管理体制の状況 

（３）運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況 

（４）運転者に飲酒運転や薬物運転等を行わせないための安全対策の実施状況 

（５）車両の日常点検整備、定期点検整備等の実施状況（特に大型自動車の車輪脱落事

故防止対策及びスペアタイヤ等の定期点検実施状況） 

（６）大雪に対する輸送の安全確保の実施状況 

（７）点呼の実施、運転者に対する指導監督等の実施状況 

（８）コンテナ輸送における安全対策の実施状況 

（９）自然災害・事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整

備・構築状況 

（10）テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発

生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

（11）新型インフルエンザ等感染症の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策

に必要な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの

感染症対策の実施状況 



＜自動車道関係＞ 

（１）自動車道の保守点検の実施状況 

（２）自然災害・事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整

備・構築状況 

（３）テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発

生等の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

（４）新型インフルエンザ等の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要

な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症

対策の実施状況 

 

＜バスターミナル関係＞ 

（１）バスターミナルの保守点検の実施状況 

（２）自然災害・事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整

備・構築状況 

（３）テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発

生等の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

（４）新型インフルエンザ等の対応マニュアル、事業継続計画の策定状況、対策に必要

な物資等の備蓄状況及び職場における感染防止対策の周知・徹底状況などの感染症

対策の実施状況 

 

＜トラックターミナル関係＞ 

（１）緊急時の整理・誘導等の安全確保の徹底 

（２）テロ防止のための警戒態勢の整備状況や利用者等の安心確保のための取組、テロ

発生等における整理・誘導等の安全確保の状況及び通報・連絡・指示体制の整備状

況、テロ発生を想定した訓練の実施状況 

（３）保安設備及び緊急時に必要な諸施設の点検整備 

（４）建設中及び工事中における安全確保と安全対策の状況 

（５）過労運転、飲酒運転、居眠り運転の防止に関する措置状況 

（６）火災、衝突その他の事故等が発生した場合の措置状況 

（７）新型インフルエンザ等対策の実施状況 

 

３．海上交通関係 

（１）法令及び安全管理規程（特に、安全方針及び安全重点施策の策定・見直し、安全

統括管理者又は運航管理者の選任に関する事項、気象海象条件を踏まえた運航の可

否判断・航行中止の判断、乗組員の健康状態及び過労状態の把握）の確実な遵守状

況   

（２）安全に関する設備の確実な備付け及び旅客・乗組員・貨物に関する安全対策の実

施状況（特に火災対策（消火器等の点検、避難誘導訓練の実施）、荒天時の体制の準

備状況（適切な情報収集体制、適切な当直体制、）、飲酒対策の実施状況） 

  

（３）旅客船等のターミナル、港湾施設等の保守点検の実施状況   



（４）自然災害、事故等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整

備状況及び通信設備・通信環境の確認   

（５）テロ防止のための警戒体制の整備状況や乗客等の安心確保のための取組、テロ発

生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練の実施状況 

（外航船の場合、テロには海賊行為を含む）   

（６）新型インフルエンザ等感染症対策の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

１．期間中における現地確認等の概要 

 

 期間中、運輸局及び運輸支局・海事事務所が行う現地確認等は次のとおりです。 

 

（１）事業者への現地確認 

      輸送機関等が行う点検実施状況等について、運輸局が管内輸送機関等へ現地確認

を実施するほか、各運輸支局・海事事務所においても現地確認を実施します。 

 

（２）街頭検査 

      管内各運輸支局において、警察当局の協力を得て整備不良車、無車検車、無保険

車等の街頭検査を実施します。 

 

（３）シートベルトの着用状況調査 

      管内各運輸支局において、自動車の運転者及び同乗者のシートベルト着用状況の

調査を実施します。 

 

 

 



２．総点検期間中の関東運輸局長及び次長の現地確認等スケジュール 

 

令和５年１２月１２日（火） 

業態別 事業者名 点検予定者 

自動車交通

関係 

（午前）横浜市交通局 関 東 運 輸 局 長 勝山  潔 

自動車技術安全部長 大森 隆弘 

海上交通 

関係 

（午前）東京湾フェリー（株） 関 東 運 輸 局 次 長 金子 修久 

海上安全環境部 調整官 北田 幸代 

海上安全環境部 首席船舶検査官 清水 武史 

海上安全環境部 首席船舶測度官 松崎  智 

海上安全環境部 次席運航労務監理官 秋山 裕保 

鉄道関係 （午後）東日本旅客鉄道（株） 

     

関 東 運 輸 局 長 勝山  潔 

鉄道部 技術・防災第二課長 森田 基裕 

鉄道部 首席鉄道安全監査官 釜田 芳孝 

 

令和５年１２月１３日（水） 

業態別 事業者名 点検予定者 

鉄道関係 （午前）相模鉄道（株） 

     

関 東 運 輸 局 次 長 金子 修久 

鉄道部 首席鉄道安全監査官 釜田 芳孝 

自動車交通

関係 

（午後）宇徳ロジスティクス（株） 関 東 運 輸 局 次 長 金子 修久 

自動車技術安全部長 大森 隆弘 

 
 
※取材を希望される方へ 
・事前にお申し込みが必要です。別紙３のＦＡＸ送信表にご記入の上、12 月６日（水）17:00 
までに関東運輸局総務部安全防災・危機管理課あて（FAX：045-681-3328）送付していただきま
すようお願い致します。 
・指定された場所・時間以外での取材、撮影はご遠慮ください。 
・集合場所・時間につきましては、事前にお申し込み頂いた方に決定次第ご連絡いたします。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙３ 

関東運輸局総務部安全防災・危機管理課 あて（ＦＡＸ：045-681-3328） 
 

Ｆ Ａ Ｘ 送 信 表 
 
 
関東運輸局令和５年度年末年始の輸送等に関する安全総点検の取材を希望される方 
 
は、この様式により、上記連絡先までＦＡＸでお申し込みください。 
 
申込み締切は、１２月６日（水）１７：００までです。 
 
 
■取材事業者（該当するものに○をつけてください） 
 
・横浜市交通局・東京湾フェリー（株） ・東日本旅客鉄道（株） 
 
・相模鉄道(株) ・宇徳ロジスティクス（株） 

 
 
■会社名及び部署名 
 
 
 
■役職・氏名 
①（代表者） 
 
② 
 
③ 
 
 
■テレビカメラの持ち込みの有無（該当するものに○をつけてください） 
 
有 ・ 無 
 
 
■連絡先（代表者の連絡先） 
 
 
 
■その他 
 
 
 

                     


